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令和８年度秋田県公立小・中学校及び義務教育学校 

実践的指導力習得研修 実施要項 

 

秋田県教育委員会 

１ 目 的 

実践的指導力習得研修は、初任者研修を受講した教員に対し、「秋田県教職キャリア指

標」及び「秋田県教職員研修体系」に基づき、実践的指導力や使命感を養うとともに、

個々の教員が豊かな識見を身に付け、主体的に自らの力量を高めることを目的とする。 

 

２ 対 象 

本研修の対象となる教員（以下「研修教員」という。）は、次のとおりとする。 

  (1) 秋田県公立学校の教諭に採用され、令和６年度又は令和７年度に本県の初任者研修

を修了した者＊1。 

(2) 前年度までの本研修の該当者で、実践的指導力習得研修を修了していない者。 

 

３ 内 容 

研修教員には、次の研修を受けさせるものとする。 

 校内研修 校外研修 

実践的指導力 

習得研修１年目 

（採用２年目） 

年間 15時間程度＊2 
２日間 

（総合教育センターで実施） 

実践的指導力 

習得研修２年目 

（採用３年目） 

年間 15時間程度＊2 

 

 

 

 

４ 研修計画 

県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

 

５ 研修体制 

(1) 実施する学校においては、担当教員を置き、担当教員を中心とする校内研修体制を

構築する。 

(2) 校長及び副校長・教頭は、研修教員の研修実施に当たり、適切な指導及び助言を行

うとともに、授業等に支障が生じないよう配慮する。 

(3) 担当教員等は、校長の指導の下に、研修教員に対する指導及び助言を行う。 

 

*1 秋田市教育委員会は所管する学校の当該教員を対象として研修を実施する。 

*2 教職大学院修了者は、年間 10時間程度とする。 
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(4) 担当教員は、校長、副校長・教頭及び担当教員以外の教員による研修教員に対する

指導及び助言の状況を把握するとともに、系統的・組織的な研修が行われるよう、研

修教員の研修をコーディネートする。 

 

６ 「校内年間研修実施計画書」の作成及び「校内年間研修実施報告書」の提出 

(1) 校長は、県教育委員会が作成した年間研修計画に基づき、当該学校における「校内

年間研修実施計画書」を作成するとともに、「校内年間研修実施報告書」を所管する市

町村教育委員会に提出するものとする。 

(2) 市町村教育委員会は、各校から提出された「校内年間研修実施報告書」を取りまと

め、県教育委員会に提出するものとする。 
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令和８年度秋田県公立小・中学校及び義務教育学校 

実践的指導力習得研修における年間研修計画等 作成要領 

 

秋田県教育委員会 

１ 総 則 

(1) 県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

(2) 年間研修計画の作成に当たっては、学校が「秋田県教職キャリア指標」及び「秋田

県教職員研修体系」を踏まえ、教職員の組織や地域の状況等、学校の実態に応じた校

内年間研修実施計画書を作成することができるよう配慮する。 

 

２ 校内研修及び校外研修 

（方法） 

(1) 研修教員は、原則として学級担任や教科等指導を担当しながら、校内において担当

教員を中心とする指導及び助言による研修（以下「校内研修」という。）を２年間受け

るとともに、本研修１年目に校外において総合教育センターにおける研修（以下「校

外研修」という。）を受ける。 

 

 （時数等） 

(2) 校内研修は、原則として所属する学校において、より実践的な授業研修＊1及び一般

研修を年間 15時間程度（教職大学院修了者は 10時間程度）実施する。 

ア 授業研修は本研修１年目に１回以上実施する。授業研修に係る研修項目（例）は

次のとおりとし、１回につき計５時間程度とする。なお、授業研修は、本研修２年

目においても、１回（５時間程度）までは実施できるものとする。 

授業研修に係る研修項目（例） 

教材研究   学習指導案作成   学習指導案事前検討会  

研究授業   授業研究会  

イ 一般研修は、授業研修以外の次の領域①～④に係る研修を指し、授業研修の実施

時数とは別に本研修１年目に 10 時間程度、２年目に 15 時間程度（教職大学院修了

者は本研修１年目に５時間程度､２年目に 10時間程度）実施する。 

①基礎的素養 ②マネジメント能力 ③生徒指導力 ④教科等指導力 

(3) 校外研修は、本研修１年目に総合教育センターで２日間実施する。 

 

（内容） 

(4) 研修内容については、初任者研修の成果を踏まえるとともに、研修教員の実態に応

じて精選・重点化を図り、研修教員の指導力の状況に鑑み、適時性と系統性をもたせ

るようにする。 

(5) 校内研修については、(2)イに記載の①～④など、教諭の職務の遂行に必要な事項に

ついて実施する。その際、(4)を踏まえ、必ずしも①～④の全てを含む必要はない。 

 

*1 「④教科等指導力」の領域に係る研修としてカウントする。なお、「校内年間研修実施計画書・報告書」の「研

修内容」への記載の仕方については、「校内年間研修実施計画書・報告書【記入例】」を参考にすること。 



- 4 - 

 

（校内研修） 

(6) 一般研修の実施に当たっては、「令和８年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教

育学校 初任者研修実施の手引」（以下「初任者研修の手引」という。）p17に示してい

る「年間研修項目(例）」を参考にすること。 

(7) 実施に当たっては、学校の実態に応じて既存の校内組織等により運用することが望

ましい。例えば、前年度のメンターチームや、所属する学校に初任者研修対象教員が

いる場合は当該年度のメンターチームを活用することなどが考えられる。 

(8) 校内研修が円滑に実施できるよう、校内研修会、学年部会、指導主事による学校訪

問等が、予定していた校内研修の内容を充足していると判断できる場合は、代替して

カウントするなど、初任者研修と同様にＯＪＴを基本とした弾力的な運用を図るもの

とする。 

 

（校外研修） 

(9) 校外研修では、主に、(2)イの②、③、④に関する研修を行う。 

 

３ 「校内年間研修実施計画書」、「校内年間研修実施報告書」の作成について 

（校内年間研修実施計画書の作成） 

(1) 校長は、担当教員等の参画を得て、「校内年間研修実施計画書・報告書」（以下「様

式」という｡ ）により、校内研修に係る「校内年間研修実施計画書」を６月末日まで

に作成する。なお、当該年度内において、研修教員や学校の実態に応じて、計画書を

適宜変更することができる。 

(2) 初任者研修における「校内年間指導計画書」の記載に準じ、年度ごとに作成する。 

 

（年間研修実施報告書の作成） 

(3) 校内研修に係る「校内年間研修実施報告書」は、様式により研修教員が作成する。 

(4) 初任者研修における「校内指導報告書」の記載に準じ、年度ごとに作成する。 

 

４ その他 

（保護者等への配慮） 

(1) 研修の計画及び実施に当たっては、保護者や地域の理解及び協力が得られるよう配

慮する。 

 

（欠席等への対応） 

(2) やむを得ない事情により当該年度に実践的指導力習得研修を実施することができな

い場合、校長は、次年度以降の研修実施など、当該教員の状況に即した対応について、

所管する市町村教育委員会及び教育事務所・出張所と相談の上、慎重に判断する。な

お、校外研修については、「令和８年度初任者研修に関するＱ＆Ａ」Ｑ59を参考にする

こと。 
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実践的指導力習得研修 年間研修計画 

 

秋田県教育委員会 

 

１ 本研修１年目（採用２年目） 

(1) 校内研修（年間 15 時間程度、教職大学院修了者は 10 時間程度） 

  ・授業研修 

次に示す研修項目（例）により、１回につき計５時間程度実施する。 

授業研修に係る研修項目（例） 

教材研究   学習指導案作成   学習指導案事前検討会 

  研究授業   授業研究会  

  

・一般研修 

  授業研修以外の次の領域①～④に係る研修を指し、授業研修の実施時数とは別

に 10 時間程度実施する。 

 

①基礎的素養 ②マネジメント能力 ③生徒指導力 ④教科等指導力 

  

※教職大学院修了者の校内研修における授業研修と一般研修の割合は、同程度とす

る。 

 

(2) 校外研修（総合教育センター：２日間） 

 ・学校組織の一員として 

・保護者対応と連携 

 ・教材研究と教材開発の実際 

 ・模擬授業研修 

 

２ 本研修２年目（採用３年目） 

(1) 校内研修（年間 15 時間程度、教職大学院修了者は 10 時間程度） 

・一般研修 

  １(1) の領域①～④に係る研修を 15 時間程度実施する。なお、本研修２年目に

授業研修を実施する場合は､１回（５時間程度）までとする。 

 

 (2) 校外研修 

    実施しない。 



８ 年目

学　校　名（ 立 学校 )
研修教員氏名（ )

・ )
※教職大学院修了者は、研修教員氏名の前の□に「大」を記載する。

① ② ③ ④

0 0 0 0 0

（様式）
令和 年度　実践的指導力習得研修

校内年間研修実施計画書

担当教員の職・氏名（
）教科名（

※本研修２年目（採用３年目）は、「次年度の見通し」の欄に斜線を引くこと。

実施月日
（曜日）

研修内容 領域 研修方法・形態
研修
時間

研修指導者

研修教員
氏　　名

実施
日数
合計

研修時数合計

（集計表）

領域ごとの研修時数

0

①基礎的素養　　②マネジメント能力　　③生徒指導力　　④教科等指導力

今年度の研修を終えて 次年度の見通し

直接入力 直接入力 直接入力

実施期日を

入力。（曜日

は自動入力）

プルダウン 直接入力

校内研修について記載。

・計画書

・報告書

を作成する際は、プルダ

ウンで切り替える。

小学校教員は空欄
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８ 1 年目

学　校　名（ 立 学校 )
研修教員氏名（ ) 理科 )

・ )
※教職大学院修了者は、研修教員氏名の前の□に「大」を記載する。

(木) ② 1

(月) ② 1

(月) ④ 1

④ 1

(月) ③ 2

(木) ③ 1

(月) ④ 1

(月) ④ 1

(月) ④ 2

(月) ④ 2

(木) ② 1

(金) ① 1

① ② ③ ④

11 1 3 3 8

【記入例】
（様式）

令和 年度　実践的指導力習得研修

校内年間研修実施報告書（例）

○○市 △△△中

担当教員の職・氏名（ 教諭 ◇◇ ◇◇

4/16 学校教育目標と学級経営、又は、採用２
年目の教員に期待すること等 講話・講義 校長

□□ □□ 教科名（

4/20 学級づくりの進め方 講話・講義　→　協議 学年主任

5/18 理科室の経営について 協議　→　一般 教科指導員

オンライン授業の進め方 講話・講義　→　一般 情報教育担当

研究授業・授業研究会（授業研修） 授研　→　協議 教科指導員

6/29 特別な支援を要する生徒の理解と支援 示範　→　協議 特別支援教育コーディネーター

7/2 家庭、地域、関係機関との連携 講話・講義　→　協議 生徒指導主事

9/28 教材研究（授業研修） 一般 教科指導員

10/19 学習指導案事前検討会（授業研修）

※本研修２年目（採用３年目）は、「次年度の見通し」の欄に斜線を引くこと。

実施月日
（曜日）

研修内容 領域 研修方法・形態
研修
時間

研修指導者

2/4 学級経営の評価と次年度の計画 協議　→　一般 担当教員

2/5 １年間の研修の振り返り 協議　→　一般

協議

研修教員
氏　　名

実施
日数
合計

研修時数合計

例省略 例省略

（集計表）

領域ごとの研修時数

□□ □□ 15

①基礎的素養　　②マネジメント能力　　③生徒指導力　　④教科等指導力

今年度の研修を終えて 次年度の見通し

校長

10/5 学習指導案作成（授業研修） 協議 教科指導員

教科指導員

11/16

実施期日を入

力。（曜日は

自動入力）

プルダウン

小学校教員は空

同じ日に内容の異なる研修を

行った場合は、１行目にのみ月

日を入れ、２行目は空欄にする。

「授業研修」として行った研修は、研

修内容に（授業研修）と記載する。研

修領域は④と記載する。

計画時と内容を変更して研

修を実施した場合は、変更

後の研修内容を記載する。
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